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防府市手話言語条例案 修正箇所

防府市手話言語条例（修正素案）

手話は、音声言語とは異なる語彙や文法体系を有し、手指や体の動

き、表情などを使って表現する言語である。ろう者は、物事を考え、

コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、ま

た、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切

に育んできた。

しかしながら、過去には手話が言語として広く社会に認められなか

ったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかっ

たことから、ろう者や手話を必要とする人（以下「ろう者等」という。）

は必要な情報を十分に得られず、多くの不便や不安を感じながら生活

してきた。

こうした中、平成１８年に国際連合で採択された障害者の権利に関

する条約（平成２６年条約第１号）や平成２３年に改正された障害者基

本法（昭和４５年法律第８４号）において、手話が言語であると位置付

けられた。

防府市においては、令和４年に「防府市障害の特性に応じたコミ

ュニケ―ション手段の理解及び利用の促進に関する条例」を制定し

防府市手話言語条例（素案）

手話は、音声言語である日本語と異なる言語で、手指や体の動き、

表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、

コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、ま

た、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切

に育んできた。

しかしながら、過去には手話が言語として広く社会に認められなか

ったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかっ

たことから、ろう者は必要な情報を十分に得られず、多くの不便や不

安を感じながら生活してきた。

こうした中、平成１８年に国際連合で採択された障害者の権利に関

する条約や平成２３年に改正された障害者基本法において、手話が言

語であると位置付けられた。

防府市においては、令和４年に「防府市障害の特性に応じたコミ

ュニケ―ション手段の理解及び利用の促進に関する条例」を制定し
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、手話の理解及び利用の促進に積極的に取り組んできたところであ

る。

防府市は、手話が言語であることの認識に基づき、ろう者等や手話

に対する理解をさらに広げ、手話を使用しやすい環境を整えるととも

に、全ての市民が安心して生活することのできる共生社会を実現する

ため、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対

する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整

備に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役

割を明らかにするとともに、手話に関する市の施策を総合的かつ計

画的に推進するための基本的事項を定めることにより、全ての市民

が尊厳をもって、安心して生活することのできる共生社会を実現す

ることを目的とする。

、手話の理解促進と普及、地域における手話を使用しやすい環境の

構築などに取り組んできたところであるが、ろう者を含む手話を必

要とする人が、日常生活及び社会生活において、手話を通じて容易

に必要な情報を取得し、十分な意思疎通を行うことができる社会を

実現するためには、市民一人ひとりが、手話が言語であることにつ

いて理解を深めるとともに、手話を使用しやすい環境を整備してい

く取組をさらに進めていくことが重要である。

そこで、手話が言語であることの認識に基づき、ろう者を含む手話

を必要とする人が意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活する

ことのできる共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理

解及び普及に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民、ろう者、

手話関係者及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ

計画的に施策を推進し、もって全ての市民が尊厳をもって共生する

ことのできる地域社会を実現することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
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（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

（１） ろう者 聴覚障害者のうち、手話を言語として日常生活又は

社会生活を営む者をいう。

（２） 手話を必要とする人 ろう者以外で日常生活又は社会生活を

営む中で手話を必要とする者をいう。

（３） 市民 市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学

する者をいう。

（４） 事業者 市内で事業を行う個人又は法人若しくは団体をいう

。

（基本理念）

第３条 手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用し

やすい環境の整備は、手話が言語であり、ろう者が日常生活又は社

会生活を営むために大切に受け継がれてきたものであるという認識

の下、全ての市民が相互に人格と個性を尊重することを基本として

行われるものとする。

（市の責務）

各号に定めるところによる。

（１） ろう者 聴覚障害者のうち、手話を言語として日常生活又は

社会生活を営む者をいう。

（２） 手話関係者 手話通訳を行う者その他の手話に関する活動を

行う個人又は団体をいう。

（３） 市民 市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学

する者をいう。

（４） 事業者 市内で事業を行う個人又は法人若しくは団体をいう

。

（基本理念）

第３条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であ

り、ろう者が日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継がれ

てきたものであるという認識の下、ろう者とろう者以外の者が、そ

の人格と個性とを互いに尊重することを基本として行われなければ

ならない。

（市の責務）

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）に

基づき、ろう者があらゆる場面で手話による円滑な意思疎通を図る

ことができ、自立した日常生活及び地域における社会参加がしやす
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第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使

用しやすい環境の整備を図るため、必要となる施策を総合的かつ計

画的に推進するものとする。

（市民等の役割）

第５条 市民は、地域社会においてともに暮らす一員として、基本理

念に対する理解を深めるとともに、市の施策に協力するよう努める

ものとする。

２ ろう者等は、市の施策に協力するよう努めるとともに、基本理念

に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

（削除）

（事業者の役割）

第６条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者等が利用し

やすいサービスの提供及び、ろう者等が働きやすい環境づくりに努

めるとともに、市の施策に協力するよう努めるものとする。

（施策の推進）

第７条 市は、第４条の規定にのっとり、次に掲げる施策について推進

い環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。

（市民の役割）

第５条 市民は、地域社会においてともに暮らす一員として、基本理

念に対する理解を深めるとともに、市の施策に協力するよう努める

ものとする。

（追加）

（ろう者及び手話関係者の役割）

第６条 ろう者及び手話関係者は、手話の普及及び習得の機会の提供

に主体的に取り組むよう努めるとともに、市の施策に協力するよう

努めるものとする。

（事業者の役割）

第７条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しや

すいサービスの提供及び、ろう者が働きやすい環境づくりに努める

とともに、市の施策に協力するよう努めるものとする。

（施策の推進方針）

第８条 市は、次に掲げる施策について推進するものとする。

（１） 手話及びろう者への理解の促進に関する施策

（２） 手話の普及に関する施策
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するものとする。

（１） 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策

（２） 手話による情報の発信及び取得に関する施策

（３） 手話を使用しやすい環境の整備に関する施策

（４） 手話による意思疎通支援者の養成及び確保に関する施策

（５） 手話を学ぶ機会の確保に関する施策

（６） 災害等の非常時における情報の取得及び意思疎通の支援に関

する施策

（７） 学校等における手話に接する機会の提供、その他手話に親し

むための取組を通じた手話への理解の促進に関する施策

（８） 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するため

に必要な施策

２ 市は、前項各号に掲げる施策を推進するために必要があるときは

、ろう者等並びにその他関係者及び関係団体の意見を聴くよう努め

るものとする。

（事業者への支援）

第８条 市は、ろう者等が手話を使用しやすい環境を整備するために

事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとす

る。

（３） 手話による情報の発信及び取得に関する施策

（４） 手話による意思疎通の支援に関する施策

（５） 手話通訳者の養成及び確保に関する施策

（追加）

（６） 災害等の非常時における情報の取得及び意思疎通の支援に関

する施策

（７） 学校等における手話に接する機会の提供、その他手話に親し

むための取組を通じた手話への理解の促進

（８） 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するため

に必要な施策

（追加）

（追加）

（情報通信技術の活用）
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（情報通信技術の活用）

第９条 市は、手話に関する施策に関し、情報通信の技術を活用する

よう努めるものとする。

（財政上の措置）

第１０条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

第９条 市は、手話に関する施策に関し、情報通信の技術を活用する

よう努めるものとする。

（財政上の措置）

第１０条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。


